
（令和５年 10月 16 日発表） 

【政令市初】１歳・２歳児家庭への伴走型相談支援の開始

別紙資料  有 ・ 無                     

◆アピールポイント

●1歳・２歳児家庭を対象に、政令市初となる訪問相談を開始。 

●悩みを抱える子育て家庭へ、保育士等の相談員が伺います。 

●「第２子以降の保育料無償化（R5.4～）」「妊娠後期訪問（R5.5～）」

「しずおか子育てきずな LINE（R5.10～）」に続く、『しずハグ※』

の新規事業です。

◆日時・期間 令和５年10月 16日（月）より、案内通知を郵送。 

◆内容など 

出生後から３歳までの期間は、お子さまの心身発達が著しい時期

であるとともに、養育者の育児負担が特に大きくなる時期です。 

静岡市では、お母さんやお父さんが孤立感や不安感を感じること

なく、安心して子育てができるよう、１歳・２歳の幼児がいる子育て

家庭に、訪問型の相談支援を開始します。 

【対象者】満１歳・２歳を迎えるお子さまの養育者 

【相談員】保育士等の有資格者 

【備 考】訪問以外に子育て支援センターへの来所相談も可能 

※『しずハグ（しずおかハグくむ子育てプロジェクト）』とは… 

R5年度からスタートする子ども・子育て支援施策の総称です。「第２子以降

の保育料無償化」、「各種伴走型相談支援」等、子ども・若者・子育て家庭への

更なる支援により、子育てしやすい環境の充実を図ります

◆申込方法等 

① 毎月初旬、その月に満１歳・２歳を迎える幼児がいる世帯に向け、

案内通知を郵送。記載の二次元コードをスマホで読み取り、電子

アンケートにて『面談を希望する』と回答していただく。 

② アンケート回答の内容から、相談員がご自宅に伺う日時について

日程調整のため電話をする。 

※ ２歳児訪問の案内は、R5.4 に満２歳を迎えたお子さままで、遡及して案内

通知を郵送

【問合せ】 子ども家庭課 (清水庁舎９階)  

電話 ０５４－３５４－２６４７

報道資料


